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飲食・物販店等再開支援事業運営業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 業務概要 

(1) 業務名称 

飲食・物販店等再開支援事業運営業務 

 (2) 実施目的 

新型コロナウイルス感染症の長期化で影響を受ける市内飲食店などを支援するために進めているコロ

ナフリーキャンペーンの取組を加速させ、地元消費をさらに喚起するため、さきめしいこまのプラット

フォーム上で前売りチケットの発行・販売を行う。 

 (3) 業務内容 

別紙「飲食・物販店等再開支援事業運営業務仕様書」のとおり 

(4) 業務期間 

  契約締結日～令和３年３月３１日 

(5) 留意事項 

  本事業は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用する事業であり、「令和２年度

生駒市一般会計補正予算（令和２年６月生駒市議会定例会）の成立を前提に事業化される停止条件付事

業です。 

  令和２年７月からの円滑な事業スタートのため、予算成立前に公募を行いますが、予算の成立をみな

ければ、提案を公募したことに留まり、いかなる効力も発生しない旨をご了承ください。 

 

２ 業務に要する費用（予定価格） 

  １９，５９３，１６０円（消費税及び地方消費税並びにプレミアム分１５，０００，０００円を含む） 

  なお、参考見積書の金額が、業務に関する費用（予定価格）を超過した場合は失格とする。 

 

３ 参加資格 

 (1) プロポーザルに参加できる者（提案者）は、次に掲げる事項をすべて満たす者とする。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこ

と。 

② 国税及び地方税を滞納していないこと。 

③ 破産法(平成１６年法律第７５号)の規定により破産の申し立てがなされていないこと。 

④ 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成１１

年法律第２２５号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法の規

定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を

除く。 

⑤ 公示日から候補者となる提案者の特定の日まで、生駒市建設工事等入札参加資格者入札参加停止措

置要領による入札参加停止を受けていないこと。 

⑥ 次のアからオまでのいずれかに該当しないこと。 

 ア 役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人及び支店又は営業所（市との契

約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、法人格を持たない団体にあっては

法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所を代表

する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号。以下「暴対法」という。以下同じ。）第２条第６号に規定する暴力団をいう。
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以下同じ。）であると認められるとき。 

 イ 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実

質的に関与していると認められるとき。 

 ウ 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益

を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められ

るとき。 

 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しく

は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

 オ ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係

を有していると認められるとき。 

 (2) 共同企業体での参加も可能とする。その場合において、グループの構成団体についても参加資格(1)

①～⑥をすべて満たさなければならない。なお、グループの構成団体となった場合は、別に単独で参

加すること及び本プロポーザルにおける他の複数のグループの構成団体になることはできないものと

する。 

 

４ 質問の受付及び回答 

 (1) 提出期限 令和２年６月２２日（月）午後４時まで（必着） 

 (2) 提出方法 別添の質問書（様式１）により、電子メールで提出すること。 

        （電子メールアドレス） keizai@city.ikoma.lg.jp 

※これ以外の方法で提出された質問に対しては回答しません。 

 (3) 回 答 日  令和２年６月２４日（水）午後２時 

 (4) 回答方法 生駒市ホームページに掲載 

 

５ 企画提案書等の作成及び提出 

 (1) 提出書類・必要部数 

   ① 業務実施体制回答書及び企画提案書提出届（様式２）原本１部 

   ② 業務実施体制各種調書及び企画提案書等 

ア～クは原本１部・副本８部、ケ～シは原本１部。なお、本市の令和２年度物品・委託業務業

者登録一覧表に記載のある者については、ケ～シを省略することができる。 

      ア 会社概要（様式３） 

       グループを組む場合は、すべてのグループ企業分を提出すること。 

      イ 業務実績調書（様式４） 

       (ア) 業務実績調書に記載した事業の様子がわかる資料（紙媒体、データ媒体問わず）を各

１部提出すること。ただし、事業の様子がわかるホームページがあれば、その URL

を記載することで提出があったとみなす。 

       (イ) グループを組む場合は、すべてのグループ企業分を提出すること。 

ウ 実施体制表（様式任意） 

       本業務の実施体制図（社内外のバックアップ体制も含む） 

      エ 担当者名簿、担当者の経歴及び実績等調書（様式５） 

      オ 再委託調書（様式６） 

       再委託する場合のみ 

      カ グループ協定書（様式７） 

       グループを組む場合のみ 

キ 企画提案書（様式任意） 
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  別紙「飲食・物販店等再開支援事業運営業務に係る公募型プロポーザル企画提案書等作成

要領」に基づき作成すること。 

ク 参考見積書（様式任意） 

  事業の実施に係る概算費用を内訳が分かるように項目ごとに記載すること。 

ケ 印鑑証明書【提案時点で発行から３ヶ月以内のもの：原本】 

コ 登記簿謄本又は登記事項全部証明書（その他の団体等で法人登記がない場合は、定款 

その他の規約）【提案時点で発行から３ヶ月以内のもの：写し可】 

サ 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書（法人：納税証明書その３の３、個人： 

納税証明書その３の２）【提案時点で発行から３ヶ月以内のもの：写し可】 

シ 誓約書（様式８） 

グループを組む場合は、すべてのグループ企業分を提出すること。 

 

(2) 提出期限等 

   ① 提出期限 令和２年６月３０日（火）正午まで（必着） 

   ② 提出場所 生駒市 地域活力創生部 商工観光課（市役所２階２５番窓口） 

   ③ 提出方法 持参又は郵送によること。 

     なお、郵送の場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法によること。 

 

６ 審査方法 

 (1) 第１次審査（書類審査） 

   提出された業務実施体制回答書及び企画提案書を審査し、高い評価を得た提案者４者を選考する。

ただし、提案者が４者以下の場合は、第１次審査を省略し、第２次審査において提出書類審査及びヒ

アリング等による審査を実施できるものとする。 

   実施日：令和２年７月１日（水）（予定） 

 (2) 第２次審査（ヒアリング等による最終審査） 

   第１次審査により選考された者に対し、企画提案についてのヒアリング等を実施し、審査基準に基

づいて再評価し、最も優れている提案を特定する。 

   実施日：令和２年７月２日（木）（予定） 

 (3) 審査結果の通知 

  ①第１次審査 

審査結果を郵送により通知する。 

なお、選考された者のみ第２次審査の日程等を電話または電子メールで通知する。 

②第２次審査 

   審査結果を郵送により通知する。 

 

７ 審査基準及び配点 

  プロポーザルは以下の審査基準に基づき審査します。 

 (1) 業務遂行能力、事業実績                      ２０点／１７０点 

(2) 企画提案書・ヒアリング              １４０点／１７０点 

(3) 見積金額                      １０点／１７０点 

   

８ 日程 

公示 ６月１７日(水) 

質問受付締切 ６月２２日(月)午後４時まで 
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質問回答 ６月２４日(水)午後２時からHPで掲載 

企画提案書等受付締切 ６月３０日(火)正午まで 

第１次審査（予定） ７月１日(水) 

第２次審査（予定） ７月２日(木) 

選定結果通知（予定） ７月上旬 

契約締結（予定） ７月上～中旬 

業務開始（予定） ７月１５日頃まで 

 

９ 失格事項 

提出書類または提案者が、次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

(1) 提案書の提出期限、提出場所、提出方法に適合しない場合 

(2) 提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しないもの 

(3) 提案書等提出期限後に参考見積書内の金額に訂正を行ったもの 

(4) 第２次審査（ヒアリング等による最終審査）に出席しなかった場合 

(5) 虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの 

(6) 参考見積書の金額が、「２  業務に要する費用（予定価格）」を超過したもの 

 

１０ 契約 

  受託候補者特定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約の手続きを行う

ものとする。 

なお、その際には、特定された者はあらためて見積書を提出するものとする。 

 

１１ その他留意事項 

 (1) 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

(2) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、入札参加停止措置を行うこ

とがある。 

(3) 提出書類は返却しないとともに、提案者の特定以外には提案者に無断で使用しない。 

(4) 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提案者の負担とする。 

(5) 「業務実施体制回答書」に記載した配置予定の担当者は、原則として変更できない。 

なお、やむを得ない理由により変更する場合には、生駒市と協議のうえ決定するものとする。 

(6) 生駒市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象となる。ただし、提

案者が事業を営む上で、正当な利益を害すると認められる情報は不開示となる場合があり、この情報

に該当する部分がある場合には、提案時に文書により申し出ること。 

なお、本プロポーザルの受託候補者特定前において、決定に影響がでるおそれがある情報について

は決定後の開示とする。 

 

12  担当部署（提出・問合せ先） 

  生駒市 地域活力創生部 商工観光課 担当：古賀・前田 

  生駒市東新町８‐３８  ＴＥＬ：0743-74-1111（内線）326・327 

  E-mail keizai@city.ikoma.lg.jp 


